
 

 

 

 

 

景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由による事業活動の縮小を余儀なくされ、休業及び教育訓練を行った

事業主に対して助成する制度として、雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金があります。 

今回、新たに、中央労働災害防止協会が実施する教育訓練がこれらの助成金の対象となりました。同助成金では、教育訓

練費が助成されますので、事業主の方はご活用されることをお勧めいたします。 

なお、助成金支給の対象となる教育訓練の種類、内容には一定の要件があること、また、受給に際しては所定の申請手続

きが必要です。詳しくは最寄りの都道府県労働局もしくはハローワーク（公共職業安定所）へお問い合せ下さい。 

 

 
 

 

 

 

＜雇用調整助成金関係の詳細はこちら＞ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html  

 

 

 リスクアセスメント/労働安全衛生マネジメントシステム関係 

リスクアセスメント実務研修会、職場リーダーのためのリスクアセスメント研修会、これからの機械安全研修会、機械設備のリスクアセ

スメント実務研修会、機械設備のリスク低減技術研修会、化学物質リスクアセスメント研修会（健康障害防止又は爆発・火災防

止）、マネジメントシステムリーダー研修会、システム監査実務研修会、ＯＳＨＭＳ内部監査者養成研修会 など 

 ゼロ災運動関係 

ゼロ災プログラム研究会、危険予知活動トレーナー研修会、危険予知リーダー研修会、安全運転ＫＹセミナー、医療安全ＫＹセミナ

ー、リスクアセスメントに活かすＫＹ活動セミナー など 

 健康づくり関係 

健康測定専門研修、運動指導専門研修、運動実践専門研修、心理相談専門研修、産業栄養指導専門研修、産業保健指

導専門研修、特定保健指導に係る運動指導担当者研修、特定保健指導に係る食生活改善指導担当者研修、THP 指導者の

ための実務向上研修、ＴＨＰ指導者等のための特定保健指導実践者育成研修 など 

 メンタルヘルス関係 

メンタルヘルス対策総合対策セミナー、管理監督者セミナー、メンタルヘルス対策ワークショップ、産業保健スタッフセミナー、メンタルヘ

ルス対策に活かすコミュニケーション力向上セミナー、メンタルヘルスプランニングセミナー、事例に学ぶメンタルヘルスセミナー、メンタルヘ

ルスとキャリア開発セミナー、ストレス簡易調査票活用セミナー など 

 安全衛生管理研修 

リフレッシュ安全衛生委員会セミナー、安全衛生法令を学ぼうセミナー、安全パトロール・職場巡視等セミナー、ヒヤリハットセミナー、

ヒューマンファクターによる事故・災害を考えるセミナー、作業手順書の作成と活かし方セミナー など 

 法令に基づくセミナー （労働安全衛生法 59 条、60 条に規定するものを除く） 

安全管理者選任時研修、安全管理者能力向上教育、職長等向け能力向上教育、安全衛生推進者能力向上研修 など 

 地区安全衛生サービスセンター、安全衛生教育センターで実施する教育・研修 

各地区安全衛生サービスセンター、東京及び大阪安全衛生教育センターで開催する上記以外の教育・研修につきましても、労働

安全衛生法第 59 条、第 60 条に規定する安全衛生教育以外のものは、対象となります。 

中災防が実施する教育訓練で助成対象となるものの例（1 日以上のもの） 

210401 現在 

 ① 事業主の方が自ら事業所内で実施する安全衛生に関する教育訓練の講師を中災防から派遣する場合 
② 中災防の実施する各種研修会、講習会に休業中の労働者の方に参加いただく場合 

③ 中災防と一定の契約を締結し、当該委託契約に基づき安全衛生に関する教育訓練を行う場合 
（上記①～③については、１日以上のものであること。また、職長等教育など、労働安全衛生法第 59条、60 条に基づく研修を除きます。）

 

  

 

 

 

 

 

 

 

雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金 

（中災防が実施する教育訓練が新たに助成金の対象になりました！） 

 


